
名古屋市交通局管理規程第１１号 

 

勤務時間及び休暇に関する規程等の一部を次のように改正する。 

 

令和８年３月３１日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

 （勤務時間及び休暇に関する規程の一部改正） 

第１条 勤務時間及び休暇に関する規程（昭和５５年名古屋市交通局管理規程

第２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「又は４０時間」を削り、「１週間について４０時間」を

「１週間について３８時間４５分」に改める。 

第１５条第３項中「前２項」を「前４項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、年度の中途において新たに職員と

なった者のうち、採用日の前日において会計年度任用職員就業規程（令和

２年名古屋市交通局管理規程第１１号。以下「会計年度規程」という。）

の適用を受ける職員であったもの（以下「会計年度経験者」という。）の

その年度の年次休暇は、第１項の表中「その者の当該年度における在職期

間」を「その者の当該年度における会計年度任用期間と在職期間を合計し

た期間」と読み替えて得られた日数とする。 

４ 会計年度経験者に対する第１項及び前項の規定の適用に当たり、会計年

度規程の規定により当該年度に付与された年次休暇があるときは、当該年

次休暇のうち採用日の前日までに利用した日数を、前項に規定する年次休

暇の日数から減ずるものとする。 

 第１５条に次の１項を加える。 

６ 会計年度経験者が、採用日の属する年度の前の年度において会計年度規

程の規定により付与され採用日までに利用しなかった年次休暇は、採用日

の属する年度に限って利用することができる。 



別表第１を次のように改める。 

別表第１ 

勤 務 別 出勤時刻  退勤時刻  週 休 日 休憩時間  仮眠時間  

普通勤務  

午前８時４５

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

午後５時３０

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

日曜日及び

土曜日 

午後０時か

ら午後１時

まで（別に

定める職員

にあっては

別に定める

時間） 

 

午前８時３０

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

午後５時１５

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

午前８時３０

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

午後５時１５

分（別に定め

る職員にあっ

ては別に定め

る時間） 

４週間を通

じ４日及び

毎４週間に

つき４日 

午後０時か

ら午後１時

まで（別に

定める職員

にあっては

別に定める

時間） 

特

殊

勤

務 

隔日交替

制勤務 

原則として、出勤時刻は午

前９時、退勤時刻は翌日午

前９時とし、別に定める勤

務割表による。 

４週間を通

じ４日及び

毎４週間に

つき４日

（別に定め

る職員にあ

っては別に

定める日） 

勤務時間の

途中に２時

間又は２時

間３０分 

勤務時間の

途中に継続

４時間以上 

特殊日勤 

原則として１日実働７時間

４５分とし、別に定める勤

務割表による。 

４週間を通

じ４日及び

毎４週間に

つき４日

（別に定め

る職員にあ

っては別に

定める日） 

勤務時間の

途中に４５

分又は１時

間（別に定

める職員に

あっては別

に定める時

間） 

 

 

 



（勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程の一部改正） 

第２条 勤務時間及び休暇に関する規程の実施細目に関する規程（昭和５５年

名古屋市交通局管理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の６を削る。 

  第２条第５項中「勤務時間及び休暇に関する規程（昭和５５年名古屋市交

通局管理規程第２号）」を「規程」に改める。 

  第３条の２第２項第１号中「別に定める職員を除く。」を「運輸主事、電

車運輸主事及び自動車運輸主事については、普通勤務（規程第２条第３号の

普通勤務をいう。以下同じ。）につく者に限る。」に改め、同項第２号中

「８時間」を「７時間４５分」に改め、同条第３項中「別に定める職員を除

く。」を「運輸主事、電車運輸主事及び自動車運輸主事については、普通勤

務につく者に限る。」に改める。 

  第５条第１項第２号中「、技師及び運転士」を「及び技師」に改め、同項

第３号中「、自動車運輸主事及び精算運輸主事（精算業務及び定期券発行業

務に従事する者以外については、普通勤務（規程第２条第３号の普通勤務を

いう。）につくものに限る。ただし、別に定める職員を除く。）」を「及び

自動車運輸主事（普通勤務につく者又は特殊日勤（規程第２条第５号の特殊

日勤をいう。）につく者（ただし、年次休暇を半日に区分して利用する日に、

所属長が別に認める勤務を割り振られた者に限る。）に限る。）」に改め、

同条第２項中「第１５条第３項」を「第１５条第５項」に改め、同条第９項

中「及び第２項」を「から第４項まで」に改める。 

  第５条の３第２項中「第１５条第３項」を「第１５条第５項」に改める。 

  第５条の４第１項中「第１５条第３項」を「第１５条第５項」に、「前２

項」を「前４項」に、「年次休暇のうち当該年次」を「年次休暇のうち当該

年度」に改め、同条第２項中「第１５条第３項」を「第１５条第５項」に改

める。 

第６条の７第２項中「第１５条第３項」を「第１５条第５項」に改める。 

（職務に専念する義務の免除基準に関する規程の一部改正） 

第３条 職務に専念する義務の免除基準に関する規程（昭和５５年名古屋市交

通局管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。 



第２条第９号中「別に定める職員を除く。」を「運輸主事、電車運輸主事

及び自動車運輸主事については、普通勤務（勤務時間及び休暇に関する規程

（昭和５５年名古屋市交通局管理規程第２号。以下「勤務時間規程」とい

う。）第２条第３号の普通勤務をいう。）につく者に限る。」に改め、同条

第９号の２中「勤務時間及び休暇に関する規程（昭和５５年名古屋市交通局

管理規程第２号。以下「勤務時間規程」という。）」を「勤務時間規程」に

改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 電車部の乗務員にあっては、職員の育児休業等に関する条例施行規程（平

成４年名古屋市交通局管理規程第９号）第５条の適用について、当分の間、

「３０分を単位」とあるのは「１５分を単位」と読み替えるものとする。 

（職務に専念する義務の免除基準に関する規程等の一部を改正する規程の一

部改正） 

３ 職務に専念する義務の免除基準に関する規程等の一部を改正する規程（令

和７年名古屋市交通局管理規程第１７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を削る。 

 

  

 


